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問い合わせ先 

余市町役場 

建設水道部建設課管理係 
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黒川町営駐車場・黒川第２町営駐車場 

指定管理者募集要項 

 

 

余市町駐車場条例（平成１８年余市町条例第３７号。以下「条例」という。）第１５条

の規定に基づき、「黒川町営駐車場・黒川第２町営駐車場」（以下。「駐車場」という。）

の管理を指定管理者に行わせるため、下記により指定管理者の募集を行います。 

 

記 

 

１ 施設の概要 

（１）名   称   黒川町営駐車場 

  ア 所 在 地  余市町黒川町３丁目１１８番地２ 

  イ 面   積  ３,２１９.８６㎡ 

  ウ 施 設 内 容  駐車区画 １０１区画 

            駐車場自動管理システム 一式（アマノ㈱製）外仕様書のと

おりとする。 

 エ 構   造  広場式（アスファルト舗装） 

  オ 施設平面図  別図１のとおり 

 

（２）名   称   黒川第２町営駐車場 

  ア 所 在 地  余市町黒川町５丁目４３番地９ 

  イ 面 積  １,０８０.００㎡ 

  ウ 施 設 内 容  駐車区画 ４２区画 

 駐車場自動管理システム 一式（アマノ㈱製）外仕様書のと

おりとする。 

エ 構 造  広場式（アスファルト舗装） 

  オ 施設平面図  別図２のとおり 

 

２ 申請の資格 

（１）団体であること（法人格の有無は問わない。）。 

（２）団体又はその代表者が次の者に該当しないこと。 

ア 法律行為を行う能力を有しない者 

イ 破産者で復権を得ない者 

ウ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第２項（同項を

準用する場合を含む。）の規定により余市町における一般競争入札等の参加を制限

されている者 

エ 地方自治法(昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。)第２４４条の２第

１１項の規定による指定の取消しを受けたことがある者 
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オ 指定管理者の指定を管理の委託契約とみなした場合に、法第９２条の２、第１

４２条（同条を準用する場合を含む。）又は第１８０条の５第６項の規定に抵触す

ることとなる者 

カ 国税及び地方税を滞納している者 

キ 集団的に、若しくは常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある者又はこれ

らの者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者 

（３）グループによる応募 

ア 複数の団体により構成されたグループ（共同企業体等の連合体）により応募す

ることができます。ただし、単独で応募した団体は、同一施設のグループによる

応募の構成団体となることができません。また、同時に複数のグループの構成団

体となり、同一の施設に応募することはできません。 

イ グループで応募する場合は、代表団体を定めてください。 

ウ グループで応募する場合は、各構成団体についてそれぞれが２（２）に該当し

ないこと。 

 

３ 申請期間・申請方法・スケジュール等 

（１）募集等スケジュール 

  ア 募集要項の配布          令和６年１０月１０日（木） 

                        ～１１月１１日（月） 

  イ 募集説明会の開催         令和６年１０月２４日（木） 

  ウ 申請受付期間           令和６年１０月１０日（木） 

                        ～１１月１１日（月） 

  エ 指定管理者候補者の選定      令和６年１１月下旬 

  オ 指定管理者の指定         令和６年１２月中旬 

（２）募集説明会 

施設の概要、業務内容等について説明会を次のとおり開催します。 

ア 開催日時  令和６年１０月２４日（木）午後１時から 

イ 開催場所  余市町役場３階３０２号会議室 

  ウ 参加人数  各団体２名以内（グループで応募する場合は、各構成団体につき

２名以内） 

  エ その他  参加を希望する場合は、様式５により事前の申し込みが必要です。 

（３）質問の受付及び回答 

応募資格を有している者で募集要項等の配布資料について質問がある場合は、

「余市町公の施設（黒川町営駐車場・黒川第２町営駐車場）指定管理者応募に係る

質問書」（別紙様式）に要旨を簡潔にまとめ、持参、郵送、ＦＡＸ、Ｅメールのい

ずれかにより、令和６年１１月１日（金）までに余市町建設水道部建設課あてに提

出してください。 

なお、持参の場合は平日の午前８時４５分から午後５時１５分までとします。電

話での問い合わせ、口頭での質問は受付しません。 

いただいた質問については、ＦＡＸ又はＥメールにより随時回答いたします。 
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（４）申請受付期間等 

ア 申請受付期間  令和６年１０月１０日（木）～１１月１１日（月） 

イ 申請書の提出は、持参又は郵送とします。 

 持参の場合は、平日の午前８時４５分から午後５時１５分まで 

 郵送の場合は、令和６年１１月１１日（月）必着とします。 

ウ 提出部数   正副各１部 

（５）問い合わせ及び申請書類の提出先 

    余市町建設水道部建設課管理係（余市町役場庁舎１階） 

      〒０４６－８５４６ 余市町朝日町２６番地 

        電    話：０１３５－２１－２１２７（直通） 

        Ｆ Ａ Ｘ ：０１３５－２１－２１４４ 

        ｅ-ｍａｉｌ：ｋａｎｒｉ＠ｔｏｗｎ．ｙｏｉｃｈｉ．ｈｏｋｋａｉｄｏ．ｊｐ 

 

４ 指定管理者が行う業務の範囲 

指定管理者は、以下の業務を行うこととします。なお、業務の詳細は、別添「黒川

町営駐車場・黒川第２町営駐車場管理運営業務仕様書」（以下「仕様書」という。）

に示すとおりとします。 

なお、業務の執行については、指定管理者が自ら行うことを原則としますが、部分

的な業務については、町長の承認を得て専門の事業者等に委託できるものとします。 

（１）駐車場の維持管理に関する業務 

  ア 施設の保守管理に関する業務 

イ レジスターロールペーパー、インクリボン等消耗品及び精算機等の釣り銭の補

充に関する業務 

  ウ 施設の監視並びに緊急時の人員配置等に関する業務 

  エ 除雪等、駐車場内の安全確保に関する業務 

オ 駐車場内設備の修繕業務 

カ 災害時や事故発生時における被害の拡大防止及び被害状況の確認並びに、町を

含む関係機関への連絡調整等に関する業務 

（２）駐車場の利用及び制限に関する業務 

  ア 駐車券、回数券及び定期券の発行、在庫管理に関する業務 

  イ 利用台数、利用状況の把握、報告書の作成等に関する業務 

  ウ 長期駐車車両等駐車車両の監視並びに適切な対応に関する業務 

  エ トラブル発生時における迅速な対応に関する業務  

  オ イベント開催時等、入出庫を制限する際の人員配置並びに誘導等に関する業務 

  カ 条例第９条各号のいずれかの規定に該当する場合の駐車の拒否に関する業務 

  キ 条例第６条の規定に該当する場合の料金の減免に関する業務 

（３）前各号に掲げるもののほか、町又は指定管理者が必要と認める業務 

  ア 利用者に対する傷害および賠償保険への加入等に関する業務 

  イ 町との連絡調整に関する業務 

  ウ 指定期間終了に当たっての引き継ぎに関する業務 

  エ その他必要な業務 
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５ 管理運営に要する経費 

施設の管理運営に関する一切の費用（指定管理者の交代に伴う引継ぎ、研修等の実

施を含む。）は、利用料金収入及び町からの指定管理料、その他の収入をもって管理

運営を行うこととします。 

指定管理料の額や支払方法等は協議の上、協定で定めるものとします。 

なお、指定管理料には、人件費、事務費、管理費、光熱水費、修繕費、委託料、保

険料、消費税及び地方消費税等すべてを含むものとします。 

※ 参考資料 黒川町営駐車場・黒川第２町営駐車場に係る利用料金及び管理経費

の実績額一覧をご参照ください。 

 

６ 管理に関する基準 

駐車場の供用期間及び供用時間，利用料金は以下の範囲のとおりとします。 

（１）供用期間 

   ４月１日から３月３１日まで（通年） 

（２）供用時間 

  ア 黒川町営駐車場 

    午前０時から午後１２時まで（２４時間） 

  イ 黒川第２町営駐車場 

    午前６時から午後１１時まで 

（３）駐車料金 

  ア 普通駐車料金 

    駐車時間３０分まで無料、以後１時間増すごとに１１０円 

  イ 深夜駐車料金 

    黒川町営駐車場に限り、午後１１時から翌朝午前８時まで５５０円 

  ウ 回数駐車券料金 

    １１０円券１１枚綴り １，１００円 

  エ 定期駐車券料金 

    月額４，４００円 

 

※ 条例第１７条により、上記の額の範囲内において町長が必要と認めるときは、

これを変更することができる。 

 

７ 利用料金に関する事項 

  法第２４４条の２第８項の規定による利用料金制度を採用します。 

（１）利用料金の額 

   利用料金の額は、利用者が支払う利用料金を自らの収入として駐車場の管理に要

する経費に充てるもので、「６ 管理に関する基準」で示した利用料金を上限額とし

てあらかじめ町長の承認を受け、指定管理者が利用者から徴収する額を決めるもの

です。 

よって、指定管理者は管理業務の収支について、一定の責任を負うことになり、

施設の利用を促進し、収入の確保を図る必要があります。ただし、利用料金の種別、

額の変更は町長の承認がなければすることができません。 
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（２）利用料金の減免 

   指定管理者は、特に必要と認める場合において、あらかじめ町長の承認を得て定

めた基準に従い、利用料金を減免することができます。 

 

８ 指定管理者を指定して管理を行わせる期間（以下「指定期間」という。）は令和７年

４月１日から令和１０年３月３１日までとします。 

※ ただし、議会の議決による手続きを経る必要があります。 

 

９ 指定管理者の責任分担 

  別添仕様書の別表「リスク分担表」によるものとします。 

 

１０ 選定の基準 

次に掲げる選定の基準に照らして総合的に審査し、最も適当と認める団体を選定し

ます。 

（１）事業計画による施設の運営が、施設の使用者又は利用者の平等な使用又は利用を

確保するものであること。（３０点） 

ア 関係する法律、条例等に基づく施設の管理基準を理解し、その遵守が見込まれ

るか。 

イ 特定の団体等を優遇するおそれはないか。 

  ウ 情報公開・個人情報保護に係る措置が適切に講じられる見込みがあるか。 

（２）事業計画の内容が、施設の効用を最大限に発揮させるものであること。（６０点） 

ア 施設管理業務に対する基本方針は適切か。 

イ 施設の現状を正しく認識し、今後のあり方について具体的かつ適切な提案があ 

るか。 

ウ 自主事業計画の内容は適切か。 

エ 使用者・利用者に対するサービス向上策は適切か。 

オ 使用者・利用者の要望の把握及びその実現策は適切か。 

（３）事業計画書の内容が、施設の管理業務に係る経費の節減を図るものであること。  

（５０点） 

ア 総合的に、収支予算書が適切で、管理経費の節減が図られる見込みがあるか。 

イ 経費節減のための方策は適切か。 

ウ 人件費の設定は適切か。 

エ その他管理経費の設定に無理はないか。 

（４）当該法人等が事業計画に沿った施設の管理を安定して行う能力を有するものであ 

ること。（６０点） 

ア 法人等の経営状況に問題はないか。 

イ 施設管理業務に係る職員体制（管理体制・研修計画・緊急時の対応）は十分な 

ものか。また、施設の管理業務のうち第三者に行わせる業務は、必要最小限の範

囲か。 

ウ 同種の施設の管理実績があるなど必要な管理能力を期待することができるか。 

 

 



- 6 - 

 

１１ 申請書類 

（申請書類一覧表） 

申 請 書 類 法人の場合 非法人の場合 

（１）指定管理者指定申請書（様式１） 

 ・グループで応募する場合、上記申請書のほか

に「グループ応募構成書（様式１－２）」が必要

となります。 

○ ○ 

（２）法人定款又は寄附行為の写し ○  

（３）登記事項証明書 ○  

（４）代表者の身分証明書  ○ 

（５）申立書（様式２） ○ ○ 

（６）余市町税の滞納がない証明書 

 ・町内に本支店等がある団体は、役場税務課窓

口で発行する「納税証明書」（本募集要項の配布

開始日以降に交付されたもの）を提出してくだ

さい。 

 ・町内に本支店がない団体は、申請資格に関す

る「申立書」（様式２）を提出してください。 

○ ○ 

（７）消費税、地方消費税及び法人税の未納がな 

いことの証明書 

 ・ 所轄の税務署が発行する「未納がないことの

証明」（本募集要項の配布開始日以降に交付さ

れたもの）を提出してください。 

・ 証明が得られない場合は、「申立書」（様式２） 

を提出してください。 

○ ○ 

（８）役員名簿及び組織に関する事項について記

載した書類 
 ○ 

（９）管理に係る事業計画書（様式３） ○ ○ 

（10）管理に係る収支計画書(様式４) ○ ○ 

（11）経営状況を説明する書類 

 ①前事業年度の収支（損益）計算書、貸借対照

表、財産目録 

 ②現事業年度の収支決算書及び事業計画書 

 ③事業報告書 

○ ○ 

※ グループで応募する場合は、該当する書類について構成団体分も併せて提出してください。 
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１２ 指定管理者候補者の選定及び指定 

（１）選定方法  

町が設置する「余市町公の施設に係る指定管理者選定委員会」において、申請資

格を有する申請者の中から、選定基準に照らして最も適当と認める団体を指定管理

者候補者として選定します。必要に応じてプレゼンテーションを実施することがあ

ります。なお、審査の結果、候補者なしとする場合もあります。 

（２）選定結果のお知らせ 

選定の結果については、令和６年１２月上旬までに申請者全員に文書で通知しま

す。 

なお、選定結果については、行政不服審査法に基づく異議申立て又は行政事件訴

訟法に基づく訴えの提起をすることができません。 

（３）指定管理者の指定 

指定管理者候補者として選定された団体は、議会の議決を経て指定管理者として

指定される予定です。ただし、議決を経るまでの間に、指定管理者候補者が指定管

理者に指定することが著しく不適当と認められる事情が生じた場合は、指定管理者

候補者としての資格を取り消すことがあります。 

また、指定管理者の指定を受けられないことにより生じる一切の損害の賠償等に

関する請求はできないものとします。 

（４）指定の取消し等 

指定管理者が町の指示に従わないときその他指定管理者による管理を継続するこ

とが適当でないと認められるときは、指定を取り消し、又は期間を定めて管理業務

の全部若しくは一部の停止を命ずることがあります。この場合、町に生じた損害は、

指定管理者が賠償するものとします。 

 

１３ 協定の締結 

（１）協定の締結 

指定管理者の指定を行う際には、管理に関する細目的事項等を定めるため、町と

の間で協定を締結することになります。 

（２）協定で定める事項 

ア 指定期間に関する事項 

イ 事業計画に関する事項 

ウ 利用料金に関する事項 

エ 事業報告及び業務報告に関する事項 

オ 町が支払うべき管理費用に関する事項 

カ 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項 

キ 管理業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項 

ク 管理業務の計画書に記載された事項 

ケ 事業報告に関する事項 

コ 管理業務の第三者への委託に関する事項 

サ 施設内での事故発生時の対応、町への報告等に関する事項 

シ 指定管理者が町に損害を与えた場合の賠償に関する事項 

ス 指定管理者が施設・備付物件を使用する場合の取扱いに関する事項 
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セ 管理業務を行うに当たって作成する帳簿等の保管・整備等に関する事項 

ソ 情報公開に関する事項 

タ 余市町行政手続条例の適用に関する事項 

チ リスク分担に関する事項 

ツ 管理業務上知り得た個人情報以外の秘密の保持に関する事項 

テ 管理業務に伴う施設の修繕費の負担に関する事項 

ト 管理業務を行うに当たって購入する物品の所有権の帰属等に関する事項 

ナ 法第２３８条の４第７項の規定に基づく目的外使用許可の取扱いに関する事項 

ニ 指定期間満了等に伴う引継事務に関する事項 

ヌ 協定の改定に関する事項 

ネ その他町が必要と認める事項 

 

１４ 参考資料（抜粋） 

（１）余市町自治基本条例（平成２９年余市町条例第２４号）（資料１） 

（２）余市町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例（平成１７年余市町

条例第２１号）（資料２） 

（３）余市町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則（平成１７

年余市町規則２０号）（資料３） 

（４）余市町駐車場条例（平成１８年余市町条例第３７号）（資料４） 

（５）余市町駐車場条例施行規則（平成１８年余市町規則第３４号）（資料５） 

（６）余市町暴力団排除条例（平成２４年余市町条例第１９号）（資料６） 

（７）余市町個人情報保護法施行条例（令和５年余市町条例第６号）（資料７） 

（８）余市町個人情報保護法施行細則（令和５年余市町規則第１６号）（資料８） 

（９）余市町情報公開条例（平成１２年余市町条例第３１号）（資料９） 

（１０）余市町情報公開条例施行規則（平成１３年余市町規則第２８号）（資料１０） 

（１１）余市町行政手続条例（平成９年余市町条例第１９号）（資料１１） 

 

１５ その他 

（１）申請の撤回又は申請書類の修正はできません（軽微な修正を除く。）。 

（２）申請書類に虚偽の記載があった場合は、失格とします。 

（３）申請者が本件の応募に関し、余市町公の施設に係る指定管理者選定委員会の委員

その他本件選定手続の関係職員に対して個人的に接触することを禁じます。接触の

事実が認められた場合は、失格とする場合があります。 

（４）町が指定管理者の選定に当たり必要と認めるときは、追加書類の提出を求める場

合があります。 

（５）申請書類は、理由の如何にかかわらず返却いたしません。 

（６）申請書類の著作権は申請者に帰属しますが、町が指定管理者の選定の公表等に必

要な場合には、町は申請書類の著作権を無償で使用できることとします。 

（７）申請書類は、余市町情報公開条例に定めるところにより、公開される場合があり

ます。 

（８）申請後に辞退する場合は、辞退届（任意様式）を提出してください。 

（９）申請に係る経費は、すべて申請者の負担とします。 



参考資料

（ 単位： 千円）

令和３年度 令和４年度 令和５年度 摘　　　要

5, 007 6, 065 6, 405

900 900 900

5, 907 6, 965 7, 305

722

49 140

49 862

5, 907 7, 014 8, 167

２．維持管理に係る経費 （ 単位： 千円）

令和３年度 令和４年度 令和５年度 摘　　　要

ア． 運営事業費 3, 951 4, 600 4, 229

人件費 2, 662 3, 008 2, 805

水道光熱費 671 646 511

備品・ 消耗品費 357 701 651

その他 261 245 262

イ ． 維持管理費 809 930 1, 614

除雪費 800 800 1, 100

修繕費 9 130 514

保守点検費 0 0 0

その他 0 0 0

ウ． その他経費 240 240 240

計④＝ア+イ +ウ 5, 000 5, 770 6, 083

エ． 自主事業経費 0 0 0

5, 000 5, 770 6, 083

907 1, 244 2, 084収支： ③-⑤

自主事業収入

計②

その他（ 指定管理料）

計①

その他収入

収入合計： ③＝①+②

項　　目

支出合計： ⑤＝④+エ

黒川町営駐車場・黒川第２町営駐車場に係る利用料金及び管理経費の実績額一覧

１．収入

項　　目

利用料金



 

 

様式１ 

 

指 定 管 理 者 指 定 申 請 書 

 

令和  年  月  日 

 

余市町長   様 

 

申請者 住 所 

                   団体名 

代表者氏名            

 

 

公の施設の指定管理者の指定を受けたいので、次のとおり申請します。 

 

１ 添付書類 

□ （１） 管理を行う公の施設の事業計画書 

□ （２） 前事業年度の収支（損益）計算書又はこれらに相当する書類（既に財産的 

取引活動をしている団体に限る。） 

□ （３） 前事業年度の貸借対照表及び財産目録又はこれらに相当する書類（作成し 

ている団体に限る。） 

□ （４） 現事業年度の収支予算書及び事業計画書（既に財産的取引活動をしている 

団体及び新たに指定管理者になろうとする施設の業務以外の事業を開始する 

団体に限る。） 

□ （５） 団体の事業報告書を作成している場合は、当該報告書 

□ （６） 団体の定款、寄附行為、規約その他これらに類するもの 

□ （７） 法人の登記事項証明書（法人の場合） 

□ （８） 団体の代表者の身分証明書（非法人の場合） 

□ （９） 申請資格に関する申立書（第２号様式） 

□ （10） 国税及び地方税の納税証明書（募集開始日以降に交付されたもの）又は納 

税義務がない旨及びその理由を記載した申立書（第２号様式） 

□ （11） 団体の役員名簿及び組織に関する事項について記載した書類又はこれらに 

相当する書類 

 

 

 

※ 提出書類に✔点を記入すること。 



 

 

様式１－２ 

グループ応募構成書 

令和  年  月  日 

余市町長  様 

 

駐車場の名称 黒川町営駐車場・黒川第２町営駐車場 

 

 

・代表団体 

法人・団体名                           

住 所                           

代 表 者 名                           

連絡電話番号             担当            

 

 

・構成団体 

法人・団体名                           

住 所                           

代 表 者 名                           

連絡電話番号             担当            

 

 

・構成団体 

法人・団体名                           

住 所                           

代 表 者 名                           

連絡電話番号             担当            

 

 

・構成団体 

法人・団体名                           

住 所                           

代 表 者 名                           

連絡電話番号             担当            

 

 

 

※記載欄が足りない場合は、様式を追加して記載してください。



 

 

様式２ 

 

申  立  書 

 

令和  年  月  日 

 

余市町長  様 

 

申請者 住 所 

                    団体名 

                    代表者氏名            

 

 

余市町が設置する黒川町営駐車場・黒川第２町営駐車場の指定管理者の募集に係る申

請資格について、下記のとおり申し立てます。 

 

記 

 

□ 以下の事項のいずれにも該当しない。 

 （１） 地方自治法施行令第１６７条の４第２項（同項を準用する場合を含む。）の 

    規定により本町における一般競争入札等の参加を制限されている者 

 （２） 地方自治法第２４４条の２第１１項の規定による指定の取消しを受けたこと

がある者 

（３） 指定管理者の指定を委託とみなした場合に、地方自治法第９２条の２、第１

４２条（同条を準用する場合を含む。）又は第１８０条の５第６項の規定に抵触

することとなる者 

（４） 集団的に、若しくは常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある者又はこ

れらの者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者 

 

 

 

 

□ 国税及び地方税の納税義務がない。 

 （理由） 

 

 

 

※該当する項目にレ点を記入すること。 



 

 

様式３ 

管理に係る事業計画書 

 

法人・団体名            

 

1 駐車場管理に当たっての基本方針 

（１）駐車場の管理運営を行うに当たっての基本方針（指定期間内の年度ごとの

業務計画を含む。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）駐車場の管理運営を行うに当たっての団体の理念及び運営方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

２ 駐車場の管理体制 

（１）管理の体制 

ア 管理体制についての考え方 

 

 

 

イ 職員の配置計画 

 

 

 

ウ 人材育成計画 

 

 

 

エ 財政基盤について 

 

 

 

（２）緊急時の対応 

ア 事故発生時の対応 

 

 

 

イ 災害発生時の対応 

 

 

 

（３）管理の質や利用者サービスの向上への取組み 

ア 管理の質や利用者サービスの向上についての考え方 

 

 

 

イ 利用者対応向上についての考え方 

 

 

 

ウ 自己評価についての考え方 

 

 

 

 

 



 

 

３ 駐車場の維持管理 

（１）駐車場の管理についての考え方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）駐車場内の安全対策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 駐車場の管理運営 

（１）駐車場施設の管理運営 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）個人情報の保護対策 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

５ 駐車場の管理運営上の取組み 

（１）不法行為等への取組み 

 

 

 

 

（２）町民参加、町民協働への取組み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）委託等、物品の調達等を行う場合の余市町内の企業等の活用の考え方 

 

 

 

 

 

 

 

（４）自主事業計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※記載欄が足りない場合は、別紙として添付すること（任意様式）。 

 



 

 

様式４ 

管理に係る収支計画書 

法人・団体名           

 

１．収入                            （単位：千円） 

項目 
令和 
７年度 

令和 
８年度 

令和 
９年度 合計 備考 

利用料金収入      

自主事業収入      

その他の収入      

      

      

      

合  計      

 

２．支出                            （単位：千円） 

項目 
令和 
７年度 

令和 
８年度 

令和 
９年度 合計 備考 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

合  計      

※項目別の積算内訳書を添付してください。 

※消費税及び地方消費税を含んだ額を記入してください。



 

 

 様式５ 

 

送 付 先：建設水道部建設課管理係 行 

ＦＡＸ番号：０１３５－２１－２１４４ 

 

 

 

黒川町営駐車場・黒川第２町営駐車場 

指定管理者募集説明会参加申込書 

 

 

日 時  令和６年１０月２４日（木）午後１時～ 

場 所  余市町役場３階３０２号会議室 

 

以下のとおり説明会に参加いたします。 

 

○会社名又は団体名                         

 

○電 話 番 号                         

 

○出 席 者 氏 名                         

 

                                  

 

 

 

※  １）この申込書を令和６年１０月２３日（水）までにＦＡＸにより上記の送付先

にお送りください。 

２）会場の都合のため、１法人又は１団体につき２名の参加を限度とさせていた

だきます。 

 

 

担 当   建設水道部建設課管理係 

ＴＥＬ ０１３５－２１－２１２７ 

ＦＡＸ ０１３５－２１－２１４４ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

別紙様式 

 

余市町公の施設（黒川町営駐車場・黒川第２町営駐車場） 

指定管理者応募に係る質問書 

 

 

令和  年  月  日 

 

 

                    団 体 名 

代 表 者 

住   所 

Ｔ Ｅ Ｌ 

Ｆ Ａ Ｘ 

Ｅ メ ー ル 

担当者氏名 

 

質問書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

質問の詳細 
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